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Ⅰ．情勢・基本方針 

 
わが国は、超高齢化社会、人口減少を迎え、ＩｏＴやスマート農業が進展しつ

つあるなど、地域農業や社会は急速にその姿を変えつつある。深刻な担い手不足

等により農業生産基盤の減少が続いている上、地球温暖化の影響と考えられる

異常気象の常態化が進んでおり、地震や台風、大雨による自然災害や有害鳥獣に

よる農作物の被害が拡大している。農業生産基盤を取り巻く環境はかつてない

厳しさに置かれ、生産意欲の減退や離農につながりかねない大きな問題となっ

ている。 
そのような中、国内農政をめぐっては、大規模農家を優遇し、地域農業や小規

模農家を省みないような農業政策が進められている。昨年末にはＴＰＰ１１が

発効し、農林水産物の約８２％で関税が撤廃される。国内農業を取り巻く環境が

大きく変化する中、安心・安全・安定した農畜産物の供給はもとより、農業者の

所得向上や組合員をはじめとする地域住民が安心して暮らせる地域づくりを担

うＪＡグループの役割はますます高まっている。  

こうした中、ＪＡグループ京都は昨年１２月に第２８回ＪＡ京都府大会を開

催し、「協同の力で地域が繋がる豊かな未来へ～新たな時代への挑戦～」を主題

とする向こう３か年の運動方針を決議した。 
 われわれＪＡ京都府青壮年の盟友には、こうした時代の変化に柔軟に対応す

るとともに、地域農業をリードする若き担い手である誇りと自覚を持って行動

することが求められている。国内農業情勢の変化に注視し、新たな農業生産技術

や環境の変化にいち早く対応することで地域の農業生産基盤を維持に繋げると

ともに、「農業所得の増大」「地域社会への貢献」「組織の育成強化」を３本柱と

した青壮年部活動に取り組む。 

 
 
Ⅱ．主要な取り組み 
 １．農業所得の増大 

農畜産物価格の低迷と生産コストの上昇により農業者の経営は厳しい状



況にある。地域農業の担い手、新規就農者が継続して農業を営むことのでき

る安定した所得確保を目指し、営農活動、農政・広報活動、学習活動に積極

的に取り組む。 

 
 ２．地域社会への貢献 

京都府内産農畜産物の消費拡大を目的とした地産地消の推進や食農教育

の普及に取り組み、地域社会に貢献する。 
 

３．組織の育成強化 
農協改革がすすめられている今、我々ＪＡ京都府青壮年の盟友はＪＡを拠

り所とすべく団結力を一層高め、それぞれの農業経営の確立・向上を目指し

てＪＡの運営に参画する。 
また、各ＪＡ青壮年部は魅力ある事業展開と組織づくり、組織基盤の拡充

を目的とした中長期的な組織強化方策を策定し、認定農業者や若手農業者の

加入推進に取り組む。 
 
Ⅱ．具体的な取り組み 

 １．農業所得の増大に向けた活動 

  ⑴ 営農活動  

   ① 地域農業の将来ビジョンを描く京力農場プラン(京都版「人・農地プ

ラン」)について、担い手経営体として行政・ＪＡ等と連携し、その策

定や実践に取り組む。 

   ② ＪＡ農産物直売所への参画、青壮年部組織における直売事業への取

り組みなど多様な販売チャンネルを構築し、販売力強化に取り組む。 

   ③ ＪＡ・行政等と連携し、農商工連携等を活用した農業者段階における

農畜産物の付加価値の獲得・拡大など、新規事業への取り組みを積極的

に進める。 

   ④ 安全・安心な農畜産物の提供のため、農薬等の適正使用・生産履歴記

帳の徹底に取り組むとともに、併せて、営農活動の高度化・効率化の観

点からＧＡＰ(農業生産工程管理)への取り組みを推進する。 

   ⑤ ＪＡグループ京都が実施する国家戦略特区での農業支援外国人受入

事業や、継続実施される外国人技能実習事業を積極的に導入し、労働力

支援・確保に取り組み、経営力の強化を図る。 

 



  ⑵ 農政・広報活動の展開 

①  消費者への農業理解の促進や京都産農畜産物のアピールのため、Ｊ

Ａグループと連携した広報活動を積極的に実施する。 

    

② 「日本農業新聞」「地上」の皆読を進めることで、農業経営、営農技

術をはじめ、ＪＡ・農政等を巡る情勢を幅広く把握するとともに、青壮

年部盟友の紹介、青壮年部活動の掲載など、その活用を図る。 

 

  ⑶ 学習活動の推進 

   ① 法人化等を視野に入れた効率的な経営の研究への取り組みや、経営

に有益な研修会を積極的に開催し、経営力向上に努める。 

   ② 京都の農業の発展を目指して、国内外を問わず先進的な農業技術や

販売戦略に取り組む事例の研修を実施する。 

 

 ２．地域社会への貢献活動 

① 市民農園の取り組みや、京都府が実施する「きょうと食いく先生」の

認証取得、農業体験教室の実施等の食農教育事業に積極的に取り組むこ

とを通じて、地域社会や府民へのＪＡ青壮年部の存在意義を高める。 

② 地域行事や活動へ積極的に参画する。 

③ 各地域の災害時におけるボランティア活動や支援体制の整備をはかる

地域活動に参加する。 

④ 深刻化する有害鳥獣被害に対して、農産物等への被害を軽減するた

め、ＪＡ・行政等と連携し、狩猟免許の取得および防除・捕獲に積極

的に取り組む。 
 

３．組織の育成強化に向けた活動 

① 若き担い手農家の良き拠り所としてＪＡ青壮年部が位置付けられる

よう、中長期的な組織強化方策を策定し、未来を担う認定農業者や若手

農業者の加入推進をはかり盟友の拡大をはかる。 

② 盟友の意思をＪＡの事業・運営に反映させるため、ＪＡ役職員との懇

談を定期的に行うとともに、盟友のＪＡ理事・総代への選出をすすめ、

そのための人材育成に取り組む。 

③ ＪＡ京都中央営農者会のＪＡ京都府青壮年への加入推進活動を継続

する。 



④ 次世代の地域農業のリーダーを育てるため、役員への年齢制限につい

て各ＪＡ青壮年部で検討を行う。なお、本協議会の委員長・副委員長の

年齢制限についてはおおむね４０歳とする。 

⑤ ＪＡ京都府女性協と連携を図り、相互の活動に積極的に参画すること

で組織育成強化に努める。 

 


